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■問い合わせ　
　大田原年金事務所
　　　(２２)６３１１
「ねんきんダイヤル」
　　　０５０(０５)１１６５
　市国保年金課国民年金
　　　(２３)８９２８

免除された保険料を追納すると、満額の年金額に
近づけることができます
免除された保険料を追納すると、満額の年金額に
近づけることができます

　国民年金の保険料免除期間には、全額免除、４分
の３免除、半額免除、そして４分の１免除の４つの
種類があります。これらの免除期間は、老齢・障害・
遺族の各基礎年金について、年金を受けるための資
格期間をみる場合、保険料を全額納めた期間と同じ
とみなされます。

　保険料免除期間は、老齢基礎年金の年金額を計算
するうえでは、免除の種類に応じて減額されます。
保険料を全額納めたときを１とすると、全額免除期
間は２分の１、４分の３免除期間は８分の５、半額
免除期間は４分の３、４分の１免除期間は８分の７
で計算されます。なお、平成21年３月以前に免除を
受けた期間は、全額免除期間は３分の１、４分の３
免除期間は２分の１、半額免除期間は３分の２、４
分の１免除期間は６分の５で計算されます。
　また、学生納付特例と若年者納付猶予によって保
険料の納付の全額が猶予された期間は、資格期間に
は反映されても、老齢基礎年金の年金額に反映され
ないカラ期間とみなされます。

　そこで、これらの保険料免除期間や納付を猶予さ
れた期間については、経済的にゆとりができたとき
に、10年以内であれば保険料を追納して満額の老齢
基礎年金に近づけることができます。
　追納できる期間の順序は、原則として先に経過し
た月から順次納めなければなりませんが、学生納付
特例期間または若年者納付猶予期間よりも前に保険
料免除期間がある場合には、どちらを優先して納め

るかを本人が選択することができます。学生納付特
例期間と若年者納付猶予期間とは同順位とされてい
ます。
　追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された
当時のそれぞれの保険料月額に経過期間に応じて決
められた額が加算されます。ただし、平成22年度お
よび平成23年度中の免除期間については、この加算
はありません。
　なお、追納した月については、追納したその日に
保険料が納付されたものとみなされ、基礎年金等の
受給資格期間や年金額等などの計算においては、保
険料納付済期間として取り扱われることになります。
　保険料を追納するための納付書の発行には申し込
みが必要ですので、お近くの年金事務所にお問い合
わせください。追納を希望するときは、「国民年金
保険料追納申込書」を年金事務所長に提出します。
この「申込書」には、自分の免除または納付猶予の
期間を確認して記入することになっています。保険
料の免除や納付猶予を受けた期間の確認や記入方法
については、年金事務所へお問い合わせください。
　追納の申し込みをして承認されれば、通知書と納付
書が送られてきます。追納は先に経過した古い月の
分から納めなければなりませんが、誤って新しい月
の分を納めた場合には、保険料が還付されます。ま
た、納付書に記載されている期限までに追納をしな
いと、納めた保険料は還付されることになります。

免除されると年金額は減額

10 年以内に追納を


